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回  危 険建物等が安全な生活への阻書となり、その地域の問題になつていますが、どの

ようにお考えですか。

目  補 助事業に取 り組む場合は、事前に県と県下全市町で社会資本総合整備計画を策定する

ことが義務付けられています。現在山口県には整備計画がなく変更する必要があり、当面

平成 25年 度までの補助事業ですので、早く対応出来ればと考えています。

美祢市内には危険住宅がどのくらいありますか。

平成 20年 度の住宅土地統計調査によりますと、空き屋総数が 1,890戸、その内破損 し

ている住宅が 400戸 程度ということで現状把握しています。

小規模高齢化集落についての人口、戸数、就労人口、営農集落等の資料を提出して

頂きたいと思います。

美祢市の現状について調べられる限り次回に提出します。

」R美 祢駅の周辺の再開発とか、訳会の りニユーアルについて利用促進協議会で話

が出ましたか。

」R美 祢線利用促進協議会ではそういう話は出ておりません。

今後の自然エネルギーの活用についてお尋ね します。

今後も有効な活用策を引き続きあらゆる方面で検討してまいります。

アンテナショップ
(MINEまること館 秋 芳阿広谷)
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現在、美祢市が世界ジオパーク登録に向けた取 り組みを行っていますが、秋芳洞商店街並び

に秋吉台上にあるホテル等の空き店舗が廃屋として存在していることが、景観を著 しく悪化さ

せています。また、防犯上の問題から非常に当地のイメージダウンにもつながっていますので、

今後の協議をこれまで以上に進めていく必要があります。

従って、今後の対応について弁護士と相談しながら建物撤去について、どのような方法があ

るのか整理して報告することとなりました。

廃屋がある事によつて、ジオパーク登録に影響がありますか。

廃屋があるからと言って、ジオパーク登録に認定されないとは言い切れませんが、全 く

影響がないということも言えません。

廃屋のホテルに誰でも入れるような状況にあることは、問題が生 じる恐れがあると

思いますが対応はどうで しようか。

国定公園内の民地における建造物でありますので、どういったところで行政が管理上の

責任を担えるか、弁護士と相談しながら整理し報告したいと思います。

美祢市ガイ ドブックの進捗状況はどうなつていますか。

現在、内容のチェックを行っております。国体という大きな集客期間対応として、歴史め

ぐり等、色々なルー ト設定がされていますので、その部分を国体用として発行する予定です。

回
目

回
目

【配
食
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
】

９
月
１２
日
本
会
議
に
お
い
て
、

村
田
市
長
よ
り
配
食
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
訴
訟
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

配
食
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
訴
訟
は
全

部
で
４
件
提
起
さ
れ
て
お
り
、
２
件
は

配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
配
食
サ
ー
ビ

ス
に
使
用
す
る
食
器
を
目
的
以
外
に
使

用
し
て
市
に
損
害
を
与
え
た
と
し
た
も

の
で
す
。

平
成
１５
年
度
の
こ
の
事
件
に
つ
き
ま

し
て
は
、

市
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、

原

告
の
請
求
を
棄
却
す
る
と
い
う
判
決
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
判
決
を
受
け

入
れ
、

控
訴
し
な
い
こ
と
に
し
ま
し
た
。

残
り
の
２
件
の
訴
訟
は
、

平
成
１５
年

度
と
１８
年
度
に
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

が
配
食
サ
ー
ビ
ス
委
託
料
を
多
く
請
求

し
て
市
に
損
害
を
与
え
た
と
し
て
、

市

が
当
該
事
業
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を

請
求
す
る
こ
と
の
義
務
づ
け
を
求
め
る

と
と
も
に
、

市
が
こ
の
請
求
を
怠
っ
て

い
る
こ
と
が
違
法
で
あ
る
こ
と
の
確
認

を
求
め
る
訴
訟
で
す
。

判
決
は
、

市
は
事
業
者
に
対
し
て
、

総
額
で
３４７
万
１
千
９０９
円
と
年
５
分
の

遅
延
損
害
金
を
併
せ
て
請
求
す
る
こ

と
と
、

市
が
こ
の
金
額
を
事
業
者
へ
請

求
し
な
い
こ
と
は
違
法
と
い
う
内
容
で

あ
り
、

大
変
厳
し
い
結
果
で
し
た
。

こ
の
判
決
を
容
認
す
れ
ば
、

今
後

配
食
サ
ー
ビ
ス
の
受
託
事
業
者

（現
在

５
社
）
が
本
事
業
か
ら
撤
退
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
、

生
活
弱
者
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
ず
、

本
市
総
合
計

画
の
基
本
目
標
の

一
つ
で
あ
る
安
全

・

安
心
の
確
保
の
達
成
は
困
難
な
状
況
と

な
り
ま
す
。

市
が
裁
判
に
お
い
て
主
張
し
て
き
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
ず
、

こ
の
よ
う
な
結

果
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
は
、

ま

こ
と
に
遺
憾
で
あ
り
、

弁
護
士
と
も
協

議
し
た
結
果
、

控
訴
す
る
こ
と
に
決
し

ま
し
た
。

市
長
の
報
告
に
対
し
て
、

議
員
よ
り
事
件
の
経
緯
、

判
決
文
の
内
容
や
控
訴
理
由

に
つ
い
て
活
発
な
質
疑
が
繰
り
出
さ
れ
ま
し
た
。

市
長
は
、

控
訴
中
で
も
あ
り
、

今

後
行
政
を
公
正
な
立
場
で
進
め
る
上
で
、

市
民

・
議
会
の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
、

情
報
を
伝
え
て
行
く
こ
と
を
約
束
さ
れ
ま
し
た
。

岡
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